
○厚生労働省令第五十七号 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成二十六年法律第八十三号）の一部及び地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令（平成二十七年政令第百三十八号）の施行に伴い、及び関係法

令の規定に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次

のように定める。 

  平成二十七年三月三十一日             厚生労働大臣 塩崎 恭久   

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 

（中略） 

第十条 次に掲げる省令の規定中「第八条の二第四項」を「第八条の二第三項」に改める。 

（中略） 

 二 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第七条 

（中略） 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 


